別表第1
給料表
職員
支給区分

行政職給料表(一)
7級に属する職員
Ⅱ


6級に属する職員
主幹以外の職員　Ⅱ
主幹　Ⅲ


5級に属する職員
Ⅲ


4級に属する職員
Ⅳ


3級に属する職員


行政職給料表(二)
5級に属する職員
Ⅲ


4級に属する職員
Ⅳ


3級に属する職員(市長が定める職員に限る。)
Ⅳ

教育職給料表
3級に属する職員
Ⅲ(市長が別に定める職員にあつてはⅡ)


2級に属する職員
市長が別に定める

医療職給料表(一)
5級に属する職員
Ⅱ


4級に属する職員



3級に属する職員



2級に属する職員
Ⅲ


1級に属する職員
Ⅳ

医療職給料表(二)
6級に属する職員
Ⅱ


5級に属する職員
Ⅲ


4級に属する職員
Ⅳ


3級に属する職員


医療職給料表(三)
5級に属する職員
Ⅲ


4級に属する職員



3級に属する職員
Ⅳ

備考　基準日におけるその者の属する職務の級がこの表の給料表欄に掲げる給料表(行政職給料表(一)及び医療職給料表(一)を除く。)の対応する職務の級欄に掲げる職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の直近下位の職務の級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める職員については、Ⅳの支給区分が適用される職員としてこの表に掲げられているものとする。
